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定款の一部変更に関するお知らせ 

 
当社は、平成28年5月10日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成28年6月24日開催予定

の第8期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 

なお、当社は、平成 27 年 10 月 29 日付「当社グループ組織再編（当社子会社との合併（簡易合併・略式合

併）、並びに商号及び定款の一部変更に関するお知らせ」にて公表したとおり、平成28年6月24日開催予定の

第8期定時株主総会に付議される定款の一部変更議案が承認されることを条件に、平成28年7月1日に商号を

「ＴＩＳ株式会社」に変更する予定です。 

 

記 

 

１．定款変更の目的 

（１）第１条（商号） 

当社グループの組織再編により、平成28年７月１日を効力発生日として、当社を合併存続会社、当

社の完全子会社であるＴＩＳ株式会社を合併消滅会社とする吸収合併を行います。この吸収合併によ

り、当社はグループ会社の経営管理ならびにそれに付帯する業務を行う純粋持株会社から事業持株会

社に移行するため、事業会社として認知度が高い「ＴＩＳ株式会社」に商号を変更するものでありま

す。 

（２）第２条（目的） 

事業持株会社体制に合わせ所要の変更を行うものであります。 

（３）第35条（監査役の員数） 

事業持株会社への移行に伴う監査体制およびグループガバナンスの強化・充実を図るため、監査役

の員数を１名増員するものであります。 

（４）附則の新設および削除 

上記（１）の変更に伴う効力発生日を平成28年７月１日とするため、新たに附則を設けるものであ

ります。なお、この附則は、効力発生日経過後これを削除するものであります。 

 

２．定款変更の内容 

変更内容は別紙のとおりです。 

 

３．日程 

定款変更のための株主総会開催日    平成28年６月24日（金） 

定款変更の効力発生日 

第１条（商号）       平成28年７月１日（金） 

その他           平成28年６月24日（金） 

 

 

以  上 

 



（別紙） 

現行定款・変更案新旧対照表 

 

（下線部分は変更箇所を示します。）

現 行 定 款 変 更 案 

 

（商 号） 

第１条  当会社は、ＩＴホールディングス株式会社

と称し、英文ではＩＴ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ

Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎと表示する。 

 

（目 的） 

第２条  当会社は、次の業務を営む会社およびこれ

に相当する業務を営む外国会社の株式または

持分を保有することにより当該会社の事業活

動を支配・管理することおよび次の業務を営

むことを目的とする。 

（１） 

 ～    （記載省略） 

（８） 

（新 設） 

 

（９） 

 ～      （記載省略） 

（24） 

 

第３条 

～       （記載省略） 

第34条 

 

（監査役の員数） 

第35条  当会社の監査役は、４名以内とする。 

 

第36条 

～        （記載省略） 

第52条 

 

（新 設） 

 

 

 

（商 号） 

第１条  当会社は、ＴＩＳ株式会社と称し、英文で

はＴＩＳ Ｉｎｃ．と表示する。 

 

 

（目 的） 

第２条  当会社は、次の業務を営むことおよび次の

業務を営む会社およびこれに相当する業務を

営む外国会社の株式または持分を保有するこ

とにより当該会社の事業活動を支配・管理す

ることを目的とする。 

（１） 

 ～    （現行どおり） 

（８） 

（９）電気通信事業法に基づく電気通信事

業 

（10） 

 ～    （現行どおり） 

（25） 

 

第３条 

～       （現行どおり） 

第34条 

 

（監査役の員数） 

第35条  当会社の監査役は、５名以内とする。 

 

第36条 

～        （現行どおり） 

第52条 

 

附  則 

 

第１条の規定の変更は、平成28年７月１日をもって

効力を生ずるものとする。なお、本附則は、第１条の

効力発生後これを削除する。 

 

 

 

 


